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１ 制御棒挿入時間が設置許可基準規則４条３項および技術基準規則５条２項の審査

対象事項であること 

（１） 被告の主張と問題点 

 被告は，制御棒挿入時間は，設置許可基準規則４条３項の審査対象外の事項で

あると主張する。 

 上記主張は，設置許可基準規則４条１項ないし３項においては，基本設計ない

し基本的設計方針として，機器，設備等が地震に対して十分な耐震性を有してい

ることが要求されているのであって，制御棒の挿入にどの程度の時間を要するか

については同規則同条項の審査対象とはなっていないとの解釈に基づくとする

（平成２６年６月４日付被告第５準備書面 ３７頁，４４頁～４５頁）。 

 しかし，設置許可基準規則および技術基準規則，これらの解釈，さらにこれら

を詳細・具体化した「耐震設計に係る工認審査ガイド」（以下「ガイド」とする。），

「JEAG４６０１－１９９１追補版」からすると，制御棒挿入時間は，設置許可

基準規則および技術基準規則の審査対象になることは明らかである。理由は以下

のとおりである。 

（２）設置許可基準規則 

 ア 設置許可基準規則４条３項とその解釈 

設置許可基準規則４条３項は，「耐震重要施設は，その供用中に当該耐

震重要施設に大きな影響を及ぼすおそれがある地震による加速度によっ

て作用する地震力（基準地震動による地震力）に対して安全機能が損なわ

れるおそれがないものでなければならない。」と規定されている。 

そして，同規則の解釈において，「耐震重要施設」とは別記２第４条（地

震による損傷防止）２，一，Ｓクラスに属する施設をいうとし（別記１第

３条（設計基準対象施設の地盤）１項），上記「Ｓクラス」には「・原子

炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための施設及び原子

炉の停止状態を維持するための施設」が含まれている。４条３項の「安全
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機能が損なわれるおそれがないもの」とは，「動的機器等については，基

準地震動による応答に対して，その設備に要求される機能を保持すること。

具体的には，実証試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限

界とすること。」とされている（設置許可基準規則の解釈別記２．６，甲

４３ １２９頁～１３０頁）。 

イ 設置許可基準規則１５条，２５条 

   設置許可基準規則１５条２項は，「炉心は，通常運転時又は運転時の異常

な過渡変化時に発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において，原子炉

冷却系統，原子炉停止系統，反応度制御系統，計測制御系統及び安全保護

回路の機能と併せて機能することにより燃料要素の許容損傷限界を超えな

いものでなければならない」と規定する。 

 また同規則２５条２項２号は，原子炉停止系統を含む反応度制御系統は，

「通常運転時の高温状態において，二以上の独立した系統がそれぞれ発電

用原子炉を未臨界に移行し，及び未臨界を維持できるものであ」ることを

求めている。 

ウ 制御棒挿入 

本件原子炉では，原子炉停止系としては，制御棒制御系による制御棒ク

ラスタ（制御棒）挿入と化学体積制御設備によるほう酸注入の原理の異な

る２つの独立した系を設けている（甲１２１ 8-1-47）。この制御棒制御

系は上記「原子炉の緊急停止のために急激に負の反応度を付加するための

施設」に該当し，耐震重要施設に該当する。また設置許可基準規則の解釈

別記２．６の動的機器にも該当する。したがって設置許可基準規則のこれ

らの規定により，制御棒制御系は，同規則１５条の場合（通常運転時又は

運転時の異常な過渡変化時に発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合）あ

るいは同規則２５条の通常運転時の高温状態において，基準地震動の地震

力に対して安全機能が損なわれるおそれがないことが求められることにな
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る。 

（３）技術基準規則 

ア 技術基準規則５条２項 

技術基準規則５条２項は，「耐震重要施設は，基準地震動による地震力

に対してその安全性が損なわれるおそれがないように施設しなければな

らない。」と規定されており，同規則の解釈においては，同条項は，「第２

項の規定は，設置許可基準規則第４条第３項の規定に基づき設置許可で確

認した設計方針に基づき，耐震重要施設が，設置許可基準規則第４条第３

項の基準地震動による地震力に対し，施設の機能を維持していること又は

構造強度を確保していることをいう。」とされている。 

イ 技術基準規則３５条 

技術基準規則３５条１号（安全保護装置）（乙４６ ８７頁）は次のと

おり定められている。 

「発電用原子炉施設には，安全保護装置を次に定めるところにより

施設しなければならない。  

一  運転時の異常な過渡変化が発生する場合又は地震の発生によ

り発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合において，原子炉停止系

統その他系統と併せて機能することにより，燃料要素の許容損傷限

界を超えないようにできるものであること。」 

「安全保護装置」とは「運転時の異常な過渡変化が発生する場合，地震

の発生により発電用原子炉の運転に支障が生ずる場合及び一次冷却材喪失

その他の設計基準事故時に原子炉停止系統を自動的に作動させ，かつ，発

電用原子炉内の燃料体の破損又は発電用原子炉の炉心の損傷による多量の

放射性物質の放出のおそれがある場合に，工学的安全施設を自動的に作動

させる装置」をいう（同規則2条2項９号）。原子炉停止系統からみれば，

この安全保護装置と併せて機能し，燃料要素の許容損傷限界を超えないよ
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うにすることが求められている。技術基準規則の解釈において，同条「第

１号の安全保護装置の機能の確認については，設置許可申請書の添付書類

八の設備仕様及び設置許可申請書において評価した運転時の異常な過渡変

化の評価の条件に非保守的な変更がないことを確認すること。」とされてい

る（乙４６ 技術基準規則の解釈 ８７頁）。 

ウ 技術基準規則３７条１号 

技術基準規則３７条（乙４６ ９４頁）は，「制御材を駆動する装置は，

次に定めるところにより施設しなければならない。 」とし，その１号に

おいて，「一  発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できる

ものであること。」としている。同規則の解釈（「実用発電用原子炉及びそ

の附属施設の技術基準に関する規則の解釈」）において，「１ 第１号に規

定する「発電用原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できる」とは，

発電用原子炉の緊急停止時に制御棒の挿入による時間（この間に炉心に加

えられる負の反応度）が，当該原子炉の燃料及び原子炉冷却材圧力バウン

ダリの損傷を防ぐために適切な値となるような速度で炉心内に挿入され

ること。ここで，緊急停止時の制御棒の挿入時間は，設置（変更）許可申

請書添付書類八の仕様及び設置（変更）許可申請書における運転時の異常

な過渡変化及び設計基準事故の評価で設定した時間を満たしているこ

と。」とされている。 

 上記の「発電用原子炉の緊急停止時」に関し，その原因について一切限

定はなく，当然に地震による緊急停止時も含まれるのであるから，技術基

準規則３７条１号は，地震による原子炉の緊急停止時にも適用される規則

である。また「設置（変更）許可申請書添付書類八の仕様・・・で設定し

た時間」とは，後述のように通常運転時の制御棒挿入時間２．２秒以下を

指す。 

エ 小結 
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 このように技術基準規則３５条は，地震の発生により発電用原子炉の運

転に支障を生ずる場合の原子炉停止系統の機能，３７条は，緊急停止時の

制御棒の挿入を求めるものである。前者は地震の発生であるから本件原子

炉の二つの系のうちより迅速に機能しうる制御棒挿入性の問題である。上

述したように後者は緊急停止時とあるが，地震時の緊急停止も当然含まれ

ていると見るべきである。技術基準規則では，５条２項の総則規定を踏ま

え，３5 条と３７条において地震時の制御棒挿入性が求められていること

になる。 

（４）耐震設計に係る工認ガイド 

ア ガイドの意義 

被告は，ガイド類が，設置許可基準規則や技術基準規則に関する内規で

あることを認めている。 

ガイドは，「新規制基準に基づいて行う発電用軽水型原子炉施設の工事

計画認可に係る耐震設計に関わる審査において，審査官等が実用発電用原

子炉及びその附属施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則（平成２

５年原子力規制委員会規則第５号），及び実用発電用原子炉及びその附属

施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈（原規技発第

1306193 号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決定））並びに実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則（平成２５年原子

力規制委員会規則第６号）及び実用発電用原子炉及びその附属施設の技術

基準に関する規則の解釈（原規技発第 1306194 号（平成２５年６月１９

日原子力規制委員会決定））（以下総称して「規制基準」という。）の趣旨

を十分踏まえ，耐震設計の妥当性を厳格に確認するために活用すること」

を目的としている（ガイド１頁「１． 総則」「１．１ 目的」）すなわち，

ガイドは，設置許可基準規則，および，技術基準規則の趣旨を踏まえ，耐

震設計の妥当性を 厳格
・ ・

に確認するために活用されるものであるから，そ
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の内容は，設置許可基準規則，技術基準規則をより詳細・具体化したもの

であるといえる。 

イ ガイドの規定と制御棒挿入性 

設置許可基準規則の解釈別記２．６は「動的機器等については，基準地

震動による応答に対して，その設備に要求される機能を保持すること。具

体的には，実証試験等により確認されている機能維持加速度等を許容限界

とすること。」と規定されている。ガイドは，これを受け，「4.6.2 動的機

能」の項において，「【審査における確認事項】」として，「Ｓクラスの施設

を構成する主要設備又は補助設備に属する機器のうち，地震時又は地震後

に機能保持が要求される動的機器については，基準地震動 Ss を用いた地

震応答解析結果の応答値が動的機能保持に関する評価基準値を超えてい

ないことを確認する。」と規定し，応答値が評価基準値以内であることを

要求している（ガイド２８頁），そして，その応答値については，JEAG

４６０１の規定を参考に設定されている評価基準値を超えていないこと，

を求めている。この JEAG４６０１は，JEAG４６０１－１９９１追補版

を含むとしている（ガイド２頁「１．３ 本ガイドの適用に当たっての留

意事項」「⑦」）。 

訴外関西電力の設置許可申請書添付書類八は，原子炉施設の安全設計に

関する説明書であるが，「１．１．６原子炉停止系設計の基本方針」とし

て「制御棒制御系は，炉心特性とあいまって燃料の許容限界を超えること

なく，炉心を高温未臨界にし得る設計とする」とし（甲１２１ ８-１-５），

３原子炉及び炉心，3.2 機械設計，3.2.3 反応度制御設備，3.2.3.3 主要設

備の仕様，において制御棒駆動装置の設備仕様として通常運転時「挿入時

間（トリップ時，全ストロークの８５％挿入までの時間）２．２秒以下」

としている（甲１２１ ８-３-２２，８-３-６５）。本件原子炉について通

常運転時の制御棒挿入時間が２．２秒以内と定められているのである。 
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（５）設置許可基準規則，技術基準規則の適合性として地震時の制御棒挿入性が求め

られること 

ア 規則の規定 

上記のように，本件原子炉の制御棒挿入性は，設置許可基準規則４条 3

項の「安全機能が損なわれるおそれがないものでなければならない」，技

術基準規則５条 2 項の「その安全性が損なわれるおそれがないように施設

しなければならない」との規定に適合するかどうかの問題である。その要

請の具体的内容は，設置許可基準規則１５条や技術基準規則３５条１号で

は「燃料要素の許容損傷限界を超えない」ことが求められている。 

イ 規則の解釈 

 技術基準規則３５条の解釈１には「（技術基準規則第３５条）第１号

の安全保護装置の機能の確認については，設置許可申請書の添付書類八の

設備仕様・・・を確認すること」との記載がある。また同規則３７条の解

釈には，「緊急停止時の制御棒の挿入時間は，設置（変更）許可申請書添

付書類八の仕様・・・・で設定した時間を満たしていること。」との記載

がある。本件原子炉の設置変更許可申請書には，上記のとおり，通常運転

時の制御棒挿入時間２．２秒以下とあるが，これが満たされることが求め

られている。また「実証試験等により確認されている機能維持加速度等を

許容限界とすること。」との記載もある（設置許可基準の解釈別記２．６，

甲４３ １２９頁～１３０頁）。 

ウ 耐震設計に係る工認ガイドの記載 

上記のようにガイドは，「耐震設計の妥当性を厳格に確認するために活

用すること」を目的とし，【審査における確認事項】として，「基準地震動

Ss を用いた地震応答解析結果の応答値が動的機能保持に関する評価基準

値を超えていないことを確認する。」としている。制御棒挿入時間を「評

価基準値」と表現し，これを超えていないことの確認が，審査で求められ

- 8 - 
 



ているとするのである。 

エ 結論 

以上，両規則，規則の解釈並びにガイドのいずれからしても，地震時の

制御棒挿入性が，設置許可基準規則および技術基準規則適合性の問題であ

ること，安全審査ではまさにこの適合性が審査をされていることが明らか

である。 

なお被告は，答弁書において，技術基準規則３７条１号について制御棒

挿入時間の許容値２．２秒を要求するものであることを認め，以下のよう

に述べていた。 

「原告らが主張する制御捧挿入時間に関する技術基準は，省令６２号

２４条１号（引用者注，技術基準規則３７条１号）であるので，それ

について見ると,「原子炉の特性に適合した速度で制御材を駆動できる

ものであること」が技術基準とされている。技術基準については,「発

電用原子力設備に関する技術基準を定める省令の解釈について」（平

成１７年１２月１５日原院第５号。乙第３号証。）が定められており，

同省令２４条１号の解説部分によれば，「原子炉の特性に適合した速

度で制御材を駆動できる」とは，「原子炉の緊急停止時に制御棒の挿

入による時間（この間に炉心に加えられる負の反応度）が，当該原子

炉の燃料及び原子炉冷却材圧力バウンダリ2の損傷を防ぐために適切

な値となるような速度で炉心内に挿入されること」をいうものとされ

ている。こうした基準に適合しているかどうかが技術基準適合性の問

題である。上記の「適切な値となるような速度」については，その解

説部分によれば，「緊急停止時の制御棒の挿入時間は，設置許可申請

書添付書類第八の仕様及び添付書類十における運転時の異常な過渡

変化及び事故3の評価で設定した時間（以下「安全評価上の設定時間」
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という。）を満たしていること」とされている（乙第３号証）」（答

弁書２２頁３行目～２３頁３行目）。 
 

２ 本件原子炉について，地震発生時における制御棒挿入時間の許容値が２．２秒と定

められていること 

（１）設置許可基準規則４条３項，技術基準規則５条２項が２．２秒を制御棒挿入時

間の許容値として要求していること 

設置許可基準規則４条３項および技術基準規則５条２項は，制御棒駆動装置に

関して，ガイド，および，JEAG４６０１（JEAG４６０１－１９９１追補版も

含む。）においてその内容を具体化されており，JEAG４６０１－１９９１追補版

においては，制御棒挿入時間の評価基準値として，２．２秒以内の制御棒挿入が

要求されている。 

したがって，設置許可基準規則４条３項，技術基準規則５条２項が２．２秒を

制御棒挿入時間の許容値として要求していることは明らかである。 

確かに，「ＪＥＡＧ４６０１－１９９１」には，２．２秒が「一応の評価の目

安」であるとの記載がある。 

しかし，「２．２秒が一応の評価の目安」であるとは，制御棒挿入時間として，

少なくとも２．２秒までは従前の安全解析等により原子炉の安全が確保されるこ

とが確認されており，２．２秒を超えた場合の安全性は，全く確認されていない

という意味であって，「一応の」「目安」という文言を強調して，２．２秒が許容

値であることを否定する解釈をすべきでない。むしろ，安全解析等で安全性が確

認されている２．２秒が現在の評価基準値であるといえるのである。 

（２） 原子力行政実務においても，制御棒挿入時間２．２秒というのは評価基準値

として取り扱われていること 

ア 平成２２年１２月２日付原子力安全委員会による耐震安全性評価につい

ての決定（甲１１８）  
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かかる決定は，耐震安全性評価特別委員会に提出された平成２２年１１

月２９日付原子力安全・保安院による本件発電所の耐震安全性に係る評価

についての報告（甲１１９）及び平成２２年１２月２日付耐震安全性評価

特別委員会における本件発電所の耐震安全性に係る評価についての報告を，

原子力安全委員会が審議・検討し，これを妥当であるとしたものである。 

まず，平成２０年３月３１日付の訴外関西電力からの大飯発電所に係る

耐震バックチェック中間報告書及び平成２１年３月３１日付の中間報告書

追補版につき，原子力安全・保安院がその妥当性を検討した報告において

は，以下の記載がある（甲１１９ ３７頁）。  

原子力安全・保安院は，「関西電力が用いた基準値は以下のとおりであ

る。」「制御棒の挿入性に関する評価基準値については，安全評価の解析条

件である制御棒クラスタ落下開始から全ストロークの８５％挿入までの時

間２．２秒を制御棒挿入性に関する評価基準値（規定時間）とするとして

いる。」として，訴外関西電力が，制御棒挿入性の評価基準値として２．２

秒を設定していることを確認している。  

そして，原子力安全・保安院は，この評価基準値２．２秒の妥当性に関

し，「制御棒挿入性に関する評価基準値については，３，４号機の設置変更

許可に係る安全審査において，基本的設計条件として位置付けられている

値が用いられていることを確認した。また，評価基準値の計算の過程につ

いても「ＪＥＡ-Ｇ４６０１・補－１９８４」，「ＪＥＡＧ４６０１－１９８

７」，「ＪＥＡＧ４６０１－１９９１追補版」及び「設計・建設規格」に準

拠していることを確認した。」と述べ，「これらのことから当院は，～制御

棒の挿入性に関する設定は妥当なものと判断した。」と結論付けている。  

そして，かかる報告に基づき，原子力安全委員会は，「③大飯発電所３，

４号機について」「動的機能維持評価に関し，制御棒挿入性については，原

子炉設置許可を受けた時間内に挿入されることを確認した。」（甲１１８ 
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２２頁）として，「これを妥当なものと認め，決定する。」（甲１１８ １頁）

と判断した。  

このように，原子力行政を司っていた国家の行政機関である原子力安全

委員会が，制御棒挿入性に関し，評価基準値として２．２秒以内が妥当で

あることを認めているのであるから，ＪＥＡＧ４６０１－１９９１にある

ような２．２秒が，その字義どおりに「一応の評価の目安」であるはずも

ない。  

すなわち，本件発電所について，地震発生時における制御棒挿入時間２．

２秒というのは評価基準値であることは明らかである。 

イ 原子力安全・保安院の御田俊一郎氏の発言 

原子力安全・保安院の御田俊一郎氏（原子力発電安全審査課上席安全審

査官。なお，現在は，原子力規制庁地震・津波安全対策担当企画調査官。）

は以下のとおり発言している（甲１２０ ５頁）。 

「２．２秒というのは設置変更許可のときの要件になっているんで，

それをもし変えるんだとすると，設置変更許可とかなんとかそういう

手続きを踏まないと本来はいけないんじゃないかというふうに私は

おもっていますけれども」「２．２秒の制限値は同じですね。地震に

よって制御棒の挿入性が遅れる時間が加味されたもので２．２秒を満

足するかどうかですので，地震が起こったからといって２．２秒の判

断基準が変わるものではないです。」 

仮に，制御棒挿入時間２．２秒が「一応の評価の目安」に過ぎないとい

うのであれば，２．２秒を変更する場合に設置許可変更申請など提出する

必要はないはずである。 

これはすなわち，原子力行政実務においても，制御棒挿入時間２．２秒

というのは，「一応の評価の目安」などではなく，評価基準値として取り扱

われていることの証左である。 
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（３）被告自身も制御棒挿入時間２．２秒が基準であることを自認していること 

被告は，答弁書において，次のように述べている。 

「そして，安全評価上の設定時間は，制御棒に核分裂の連鎖反応を抑制す

る機能があることから，原子炉設置許可処分の審査対象である原子炉停止

系の停止能力（発電用軽水型原子炉施設に関する安全設計審査指針１７）

や原子炉停止系の事故時の能力（同指針１８）などの指針に基づき，原子

炉設置許可処分時に審査対象とされるものである。本件各原子炉について

は，設置許可申請時において安全評価上の設定時間が２．２秒とされ（乙

第５号証１０－１－８ページ），設置許可の安全審査において，この安全

評価上の設定時間がこれらの指針に適合すると判断された」（２３頁下か

ら４行目～２４頁６行目）。 

さらに，被告は，続けて次のように述べている。 

「本件各原子炉の制御棒挿入時間に関する技術基準適合性の有無は，２．

２秒という安全評価上の設定時間自体の是非の問題ではなく，２．２秒以

内に制御棒が挿入される機能を現に有しているものかどうかという問題

になる」（答弁書２４頁６行目～９行目） 

すなわち，被告自身が，２．２秒が基準であることを明確に示しているのであ

る。 

このように被告は，答弁書の段階では，制御棒挿入時間２．２秒が基準である

ことを認めているにもかかわらず，平成２６年６月４日付被告第５準備書面にお

いては，「制御棒挿入時間は，設置許可基準規則４条３項の審査対象外の事項で

ある。」とか，「技術基準規則５条において，～，制御棒挿入時間は，同条の適合

性の判断のための一応の目安とされているにすぎず」などと，答弁書での主張と

矛盾する主張を行っているのである。 

制御棒挿入時間が，設置許可基準規則の「審査対象外の事項」であるとか，「一

応の目安」に過ぎないなどとの上記主張は，制御棒挿入時間の重要性を正解しな
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い暴論であって，国民の生命，健康及び財産の保護，環境の保全等（原子炉等規

制法１条）を実現すべき責務を負う被告がその責務を放棄しているも同然の主張

である。 

被告は，行政の責務を全うし，上記主張を即刻撤回すべきである。 

（４）訴外関西電力も制御棒挿入時間２．２秒が基準であることを自認していること 

ア 訴外関西電力が原子力安全・保安院に提出した資料に制御棒挿入時間２．

２秒が基準である旨の記載があること 

訴外関西電力は，２０１０年（平成２２年）１月１５日，原子力安全・

保安院に対し，「大飯発電所３，４号機新耐震指針に照らした耐震安全性

評価（中間報告追補版）に関する補足説明資料」を提出した（甲８）。 

訴外関西電力は，この資料の中で，制御棒挿入性については， 

 

基準地震動Ｓｓによる発生値２．１６秒 ≦ 評価基準値２．２秒 

（甲８ ２２頁） 

 

との式を記載し，発生値は評価基準値以下であるとして，２．２秒を安全

性の根拠としている。 

このように，訴外関西電力自身が制御棒挿入時間２．２秒を基準として

用い，その結果（発生値）が２．２秒以内に収まることをもって安全とし，

これによって国の審査を受けて合格しているのである。 

イ 訴外関西電力が，福井県に提出した説明文書に，制御棒挿入時間２．２秒

が基準であるとの記載があること 

訴外関西電力は，平成２４年５月２１日付「制御棒挿入性評価について」

と題された詳細な資料をつけた説明文書を作成し（甲１４），この文書を

用い，福井県に制御棒挿入時間問題を説明している。 

その文書には，「大飯３，４号制御棒挿入性評価結果」についての記載
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があり（甲１４ １３頁），その「評価結果」には「地震時挿入時間の評

価基準値（秒），２．２秒」と記載され，この「２．２秒」は，「地震時挿

入時間の評価基準値」と説明しているのである。 

このように，訴外関西電力は，本件原子炉の立地自治体である福井県に

対し，２．２秒の制御棒挿入時間が基準であると明確に記載された説明文

書を提出していることからすれば，２．２秒が基準であることは明らかで

ある。 

（５）小括 

以上より，設置許可基準規則４条３項，技術基準規則５条２項が，２．２秒を

制御棒挿入時間の許容値として要求していることは明らかである。 

３ 結論 

そして，訴状１５頁記載の「４ 訴外関電の３連動における制御棒挿入性は破綻して

いる」との箇所で詳論したとおり（訴状 １５頁２６行目～１９頁４行目），ＦＯ－Ａ，

ＦＯ－Ｂ，熊川断層の３連動地震が発生した場合，本件原子炉において制御棒挿入時間

は許容値である２．２秒を超えるのであるから，本件原子炉が制御棒挿入性の点におい

て設置許可基準規則４条３項および技術基準規則５条２項に反することは明らかである。 
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